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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１通電部（１１）、第２通電部（１２）および前記第２通電部（１２）を内側に配す
る導電フレーム（１４）を備え、
　前記第１通電部（１１）および前記第２通電部（１２）が導通状態になく、
　前記第２通電部（１２）および前記導電フレーム（１４）が導通状態にあり、
　前記第２通電部（１２）が前記第１通電部（１１）よりも先端側にあり、
　オス側接続構造（２）を接続した際に、前記導電フレーム（１４）の内側に相手方導電
フレーム（１５）が接触するとともに、前記第２通電部（１２）と前記導電フレーム（１
４）の導通状態が解除され、前記第１通電部（１１）と相手方端子（１３）が導通状態と
なることを特徴とするメス側接続構造（１）。
【請求項２】
　請求項１に記載のメス側接続構造（１）を備えることを特徴とする電気コネクタ・ケー
ブル。
【請求項３】
　請求項１に記載のメス側接続構造（１）を備えることを特徴とする物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はＵＳＢコネクタを含む電気コネクタ・システムに関する。
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【背景技術】
【０００２】
　従来、コネクタからエレクトロニクス・システムを構成する回路素子への静電気放電を
、コネクタ接続操作だけで確実に防ぐ電気コネクタ・システムが知られている。例えば特
開２０１１－１７１０３６号公報に記載の技術は、ハウジングと、信号素子と、接地素子
と、コンタクトから構成され、ハウジングは、ハウジングに挿入接続されるケーブルのプ
ラグが挿入される開口部を備え、コンタクトは、プラグがハウジングに挿入された時に、
まずプラグが備えるプラグ側コンタクトが接地素子と電気的に接続される電気接続部を備
え、電気的解除手段が、次いで、プラグがハウジングに更に挿入されると、コンタクトと
接地素子との電気的接続を解除させるようにして設けられ、コンタクトの電気接続部は、
続いて、プラグがハウジングに更に挿入されると、プラグ側コンタクトが信号素子と電気
的に接続される電気コネクタの技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－１７１０３６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、従来の電気コネクタ・システムは、導電フレームを備えたコネクタにおいて
、一方のコネクタの導電フレームからの他方のコネクタの端子に向けて放電された静電気
を該他方のコネクタの導電フレームに逃がす構造となっていないといった問題があった。
ここで、静電気が該一方のコネクタに帯電する原因としては、静電気を帯電した人間の指
先が該一方のコネクタの導電フレームに触れることにより起こる。静電気放電の被害の一
例としては、ＵＳＢメモリーをパーソナル・コンピュータに接続する場合に、パーソナル
・コンピュータの回路素子が静電気放電により破壊される例が挙げられる。
【０００５】
　そこで、本発明の目的は、導電フレームを備えたコネクタにおいて、一方のコネクタの
導電フレームからの他方のコネクタの端子に向けて放電された静電気を、他方のコネクタ
の導電フレームに逃がす構造となっている電気コネクタ・システムを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するため本発明の電気コネクタ・システムは、第１通電部（１１）、第
２通電部（１２）および前記第２通電部（１２）を内側に配する導電フレーム（１４）を
備え、前記第１通電部（１１）および前記第２通電部（１２）が導通状態になく、前記第
２通電部（１２）および前記導電フレーム（１４）が導通状態にあり、前記第２通電部（
１２）が前記第１通電部（１１）よりも先端側にあり、オス側接続構造（２）を接続した
際に、前記導電フレーム（１４）の内側に相手方導電フレーム（１５）が接触するととも
に、前記第２通電部（１２）と前記導電フレーム（１４）の導通状態が解除され、前記第
１通電部（１１）と相手方端子（１３）が導通状態となることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、電気コネクタ・システムは、導電フレームを備えたコネクタにおいて
、一方のコネクタの導電フレームからの他方のコネクタの端子に向けて放電された静電気
を、他方のコネクタの導電フレームに逃がす構造とすることができる。また、電源路を短
絡させることなく、電源路への静電気の侵入を阻止することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】実施形態のＵＳＢコネクタの断面図である。
【発明を実施するための形態】
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【０００９】
　以下、本発明の実施の形態について詳細に説明する。
【００１０】
　図１は実施形態のＵＳＢコネクタの断面図である。例えば、ＵＳＢ（Universal Serial
 Bus）コネクタは、（ａ）端子１１、端子１２、導電フレーム１４、及び端子台１６を備
えたコネクタ１と、端子１３、導電フレーム１５、端子台１７、及びキャップ１８を備え
たコネクタ２と、から構成され、端子１１と端子１２が絶縁体の端子台１６に固定された
部分を備え、端子１３が絶縁体の端子台１７に固定された部分を備え、端子１２の後端側
が弾性機能を有した屈曲部を成し、弾性機能を有して導電フレーム１４から飛び出した接
触部と接触し、端子１２と導電フレーム１４が導通状態となり、コネクタ１にコネクタ２
を接近させた場合に、導電フレーム１５から端子１２に向けて放電された静電気が導電フ
レーム１４に導かれ、（ｂ）コネクタ１にコネクタ２を接続させた場合に、端子１２の屈
曲部が端子台１７及び端子１３に押されて端子１２と導電フレーム１４の導通状態が解除
され、端子１１と端子１２と端子１３が導通状態となることを特徴とする。また、コネク
タ１にコネクタ２を接続した場合に、端子１２が端子１１と接触する構造を採用してもよ
い。また、（ｃ）コネクタ１と、コネクタ２と、信号線、電力供給線及びシールド線を含
むケーブル３とにより、ＵＳＢケーブルが構成される。
【００１１】
　また、端子１１が自らと導通状態にない端子１２よりも後方に配置され、端子１２の先
端側が端子台１６の先端側で固定される。また、コネクタ１とコネクタ２が端子１１、端
子１２及び端子１３を夫々４つ備えたＵＳＢのＡタイプ・コネクタを構成する。また、４
つの端子１１が２つの信号路と２つの電源路を成し、端子１１の後端側が図示させていな
いエレクトロニクス・システムを構成した装置（物）のプリント基板（物）に半田付けさ
れ、信号路が該プリント基板の回路素子に接続され、電源路が該プリント基板の電源部に
接続される。また、導電フレーム１４が該プリント基板に半田付けされ、アース付き商用
電源コンセントなどを介して接地される。また、４つの端子１３が２つの信号路と２つの
電源路を成し、信号路が信号線に接続され、電源路が電力供給線に接続され、導電フレー
ム１５がシールド線に接続される。
【００１２】
　上記実施形態において、ＵＳＢコネクタはコネクタ１とコネクタ２の構造をＵＳＢのＢ
タイプ・コネクタの構造に置換えてもよい。また、コネクタ１とコネクタ２の技術的な特
徴をＵＳＢ３．０規格以降またはＵＳＢコネクタ以外のコネクタに適用してもよい。
【００１３】
　上記実施形態によれば、電気コネクタは、導電フレームを備えたコネクタにおいて、一
方のコネクタの導電フレームからの他方のコネクタの端子に向けて放電された静電気を、
他方のコネクタの導電フレームに逃がす構造とすることができる。また、電源路を短絡さ
せることなく、電源路への静電気の侵入を阻止することができる。
【符号の説明】
【００１４】
　１：２…コネクタ，３…ケーブル，１１～１３…端子，１４：１５…導電フレーム，１
６：１７…端子台，１８…キャップ
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【図１】
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